
令和７年２月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をふまえ、林野火災対策の強化のため、

和泉市火災予防条例の一部が改正されました。 

令和８年１月１日より、林野火災予防のため、危険な気象状況になった場合に「林野火災注意報」

又は「林野火災警報」が発令されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、【林野火災注意報】を発令し、林野火災予防

にかかる注意喚起を行います。 

指定する区域において火の使用制限が努力義務となります。 

注意報か発令されれば、ホームページ、その他ＳＮＳを利用し周知いたします。 

次の①又は②のいずれかの条件に該当する場合に発令します。 

①過去３日間の合計降水量が１ミリメートル以下かつ過去３０日間の合計降水量が３０ミリメート

ル以下 

②過去３日間の合計降水量が１ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されている場合

林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に【林野火災警報】を発令し、指定する区域におい

て火の使用制限が義務となります。 
警報が発令されれば、注意報広報に加えて、防災行政無線及び車両広報を予定しています。

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、かつ必要であると認める場合

降雨量が少なく空気が乾燥し、林野火災の多い１月から５月に発令します。ただし、気象条件等によ

っては１月から５月以外でも発令する場合があります。

発令される基準

林野火災警報とは？

林野火災注意報とは？

発令される基準

林野火災注意報や林野火災警報を発令する時期

「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、下記のとおり火の使用制限を行いま

す。 

林野火災注意報：努力義務 

林野火災警報：義　　務 

火の使用制限の内容 

・山林、原野等において火入れをしないこと。 

・煙火を消費しないこと。 

・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

・屋外においては、引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の附近で喫煙しないこと。 

・山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内において

喫煙をしないこと。 

・残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。

発令されたらどうすれば？

届出について

たき火や火入れには事前の届出が必要です 

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を行為をする３日前までに 

消防署に提出してください。 

※届出後であっても、林野火災警報の発令中には原則としてたき火や火入れはできません。

和泉市火災予防条例がかわりました。 

林野火災注意報・林野火災警報について



和泉市が指定する区域 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条の地域森林計画の対象となっている森林 

※下記　森林図参照 

 

 

 


